
令和８年１月２５日執行 紀宝町長選挙・紀宝町議会議員補欠選挙 

滞在地での不在者投票の手続きについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 前もって自宅などで「不在者投票用紙等送付用封筒」を開封し、投票用紙等に記入することは出来ません。 

※ １月２５日（日）の紀宝町内のあなたの属する投票所の閉鎖時刻までに、投票用紙等が届かなければ無効に

なりますので、その日数を見込んで、お早めにお近くの選挙管理委員会で不在者投票を済ませてください。 
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①『宣誓書・請求書』に所定事項を記入し、紀宝町選挙管理委員会へ郵送 

②『不在者投票用紙等送付用封筒』を滞在地へ郵送（１／２０以降） 

④記入済の『投票用紙等』を最寄りの市区町村選挙管理委員会が紀宝町選挙管理委員会へ郵送 

③「不在者投票用紙等送付用封筒」 

を最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参 

※滞在先の市区町村選挙管

理委員会が指定する投票所

で投票用紙等に記入 


